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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下に開口を有する筐体外枠と、
　前記筐体外枠で構成される空間領域内に配置され、上面に開口を有し側壁によって囲繞
された凹状の発熱体収容室と、
　前記筐体外枠の内周面と前記側壁の外周面との間における床面を構成し、前記筐体外枠
の高さ方向の中間部位に配設された冷却床と、
を備え、
　連続した冷却媒体流路が、前記冷却床の内部に形成されてなり、
　前記冷却媒体流路が、前記冷却床に接する前記側壁に沿った流路を備え、
　前記冷却床の表裏両面に電子機器を配設することができ、前記発熱体収容室内に前記冷
却床の表裏両面に配設することができる前記電子機器よりも実装高さが高い発熱体を収容
できることを特徴とする冷却用筐体。
【請求項２】
　前記冷却用筐体が平面視矩形形状に構成され、前記発熱体収容室が前記冷却用筐体の角
部に配設され、前記側壁の一部が前記筐体外枠によって構成されてなることを特徴とする
請求項１に記載の冷却用筐体。
【請求項３】
　前記筐体外枠の上下２つの開口部を覆う上蓋及び下蓋を備えてなることを特徴とする請
求項１又は２に記載の冷却用筐体。
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【請求項４】
　前記請求項１～３のいずれかに記載の冷却用筐体を備え、
　前記冷却床の表裏両面に配設した電子機器と、
　前記側壁における少なくとも一部内周面に当接し、前記発熱体収容室内に収納したトラ
ンスと、
を有するインバータ装置。
【請求項５】
　前記発熱体収容室と前記トランスとの隙間に、シリコン系、エポキシ系、又は、その他
の熱伝導剤が充填されてなることを特徴とする請求項４に記載のインバータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インバータ装置等に用いられる電子機器収容用の冷却用筐体、並びに当該冷
却用筐体を用いたインバータ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発熱を伴う電子部品を冷却する機能を備えた冷却用筐体の発明として、上部筐体の底面
に発熱を伴う電子機器を配置し、その上部筐体における底面の裏面側に複数の冷却フィン
を有する凹部を形成し、その凹部の開口を封止部材の上面を用いて封止することによりそ
の凹部に冷却媒体流路を形成するとともに、その封止部材の下面にも発熱を伴う電子機器
を配設した冷却用筐体の発明が知られている（例えば特許文献１参照。）。
【０００３】
　この特許文献１に記載されている冷却用筐体の発明によれば、底面の裏面側に冷却フィ
ンを有する凹部を形成した上部筐体と、凹部の開口を封止する封止部材とに加え、更に封
止部材の下面に配置されている電子機器を覆い隠す下部筐体とを、固定手段を用いて共締
めにより組み立てた構成となっている。この構成により、部品点数の増加を抑えながら、
簡易な構成にて複数の電子機器を筐体内に収容して冷却することができる旨の記載がなさ
れている。
【０００４】
　また、インバータ装置において、内部に冷却媒体を流通させた冷却ブロックを用い、同
冷却ブロックの表面に発熱を伴う半導体モジュールを配置するとともに、裏面に発熱を伴
う平滑用コンデンサを配置して、それぞれの発熱体に対する冷却を促進させ、当該冷却ブ
ロックの表裏両面に配置した半導体モジュールの電源端子とコンデンサの充放電端子とを
、接続導体板を用いて冷却ブロックの側面を跨ぐように最短距離で接続した発明が知られ
ている（例えば特許文献２参照。）。
【０００５】
　特許文献２に記載されている発明によれば、半導体モジュールの電源端子と、冷却ブロ
ックを挟んで反対側に配置したコンデンサの充放電端子とを接続導体板を用いて最短距離
で接続することができる。この構成により、複数の配線を近接させた状態で電流の流れる
方向を非対称に配置したことに起因して発生する誘導電圧を低減させることができるとと
もに、冷却ブロックによって平滑用コンデンサのリプル温度上昇を抑えることができ、イ
ンバータ装置の性能向上と小形化と長寿命化とを実現することができる旨の記載がなされ
ている。
【特許文献１】特開２００５－１６６８６６号公報（図１）
【特許文献２】特開２００４－２６６９７３号公報（図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載されている電子機器収容用の筐体構造では、統合インバータ、リア用
インバータ、ＤＣ－ＤＣコンバータ、及び昇圧用コンバータを冷却するための筐体構造に
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ついて説明がなされているが、昇圧用又は降圧用のトランスのように、実装高さが高い部
品の冷却に関する構成については考慮されていない。同様に、特許文献２に記載されてい
るインバータ装置でも、半導体モジュール及び円筒形の平滑用コンデンサを冷却すること
に関する説明はなされてはいるが、トランス等のように実装高さが高い部品を冷却する点
に関する構成については考慮されていない。
【０００７】
　インバータ装置としては、高出力且つ高効率で小型なものが要求されている。これらの
インバータ装置の中でも、特に、内部にトランスを備え、更に高電流を取り扱うインバー
タ装置では、スイッチング素子のみならず、平滑用コンデンサやトランスにおける発熱量
も高くなるので、これらの電子機器に対して効率よく冷却することが重要となる。
【０００８】
　本発明は、発熱を伴う電子機器を収容する冷却用筐体であって、スイッチング素子及び
平滑用コンデンサ等の電子機器の発熱体を冷却することができるとともに、併せて実装高
さが高いトランスをも効率的に冷却することが可能な、コンパクトに構成した冷却用筐体
を提供することを目的としている。
【０００９】
　また、本発明は、インバータ装置を構成している発熱体を冷却するために創出されたも
のであり、特に、トランス等の実装高さが比較的高い発熱体も効率良く冷却することが可
能なコンパクトに構成したインバータ装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前述の目的を達成すべく、本発明に係る冷却用筐体の主な構成は、上下に開口を有する
筐体外枠と、筐体外枠で構成される空間領域内に配置され上面に開口を有し側壁によって
囲繞された凹状の発熱体収容室と、前記筐体外枠の内周面と前記側壁の外周面との間にお
ける床面を構成し前記筐体外枠の高さ方向の中間部位に配設された冷却床とを備え、連続
した冷却媒体流路が前記冷却床の内部に形成されてなり、前記冷却媒体流路が、前記冷却
床に接する前記側壁に沿った流路を備え、前記冷却床の表裏両面に電子機器を配設するこ
とができ、前記発熱体収容室内に前記冷却床の表裏両面に配設することができる前記電子
機器よりも実装高さが高い発熱体を収容できることを特徴としている。
【００１１】
　好ましい態様として、前記冷却用筐体を平面視矩形形状に構成し、前記発熱体収容室を
前記冷却用筐体の角部に配設し、前記側壁の一部を前記筐体外枠によって構成してもよい
。また、他の好ましい態様として、前記筐体外枠に形成されている上下２つの開口部を覆
う上蓋及び下蓋を備える構成を用いることができる。
【００１２】
　また、前述の目的を達成すべく、本発明に係るインバータ装置は、上述の冷却用筐体と
、当該冷却用筐体の冷却床の表裏両面に配設した電子機器と、前記側壁における少なくと
も一部内周面に当接し前記発熱体収容室内に収納したトランスとを備えたことを特徴とし
ている。更に、前記発熱体収容室と前記トランスとの隙間に、シリコン系、エポキシ系、
又は、その他の熱伝導剤を充填するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る冷却用筐体では、筐体外枠で構成される空間領域内に配した発熱体収容室
の側壁外周面と筐体外枠との間の床面に、冷却媒体流路を内部に形成した冷却床を配設し
ている。この構成によって、凹状の発熱体収容室には、実装高さが高いトランス等の発熱
体を収容することができ、冷却床の表裏両面にスイッチング素子及び平滑用コンデンサ等
の電子機器を配設することができる。
【００１４】
　しかも、冷却媒体流路を流れる冷却媒体によって、冷却床を始めとして側壁で囲まれた
発熱体収容室を冷却することができる。このため、特に、実装高さが高いトランス等に対
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しての冷却効果を大幅に向上させることができる。
【００１５】
　また、冷却床の表裏両面には、スイッチング素子及び平滑用コンデンサ等の電子機器を
配設しておくことができ、凹形状の発熱体収容室内には実装高さが高いトランスを収容す
ることができるので、電子機器やトランスの実装密度を高めながら、これら発熱体を効率
的に冷却することが可能となる。しかも、電子機器やトランスの実装密度を高めることが
できるので、インバータ装置をコンパクトに構成することが可能となる。
【００１６】
　また、発熱体収容室の側壁とトランスとの隙間に、シリコン系、エポキシ系、又はその
他の熱伝導剤を充填しておくことができる。これらの熱伝導剤を用いることによって、発
熱体収容室内に収納したトランスの保持を行わせるとともに、冷却床からの冷却をトラン
スに対して効率良く伝達することができる。したがって、トランスの温度上昇を抑えるこ
とができ、使用するトランスとしては、発熱量が高く放熱面積が少ない小型のものを用い
ることが可能となる。
【００１７】
　また、平面視で矩形形状を有する冷却用筐体の角部に発熱体収容室を配設して、発熱体
収容室の側壁の一部と筐体外枠とを兼用することにより、冷却床の面積を有効利用するこ
とができ、使い勝手の良い冷却床の配置構成とすることができる。これによって、冷却床
に配置する電子機器の実装効率を向上させることができ、冷却用筐体をコンパクト化する
ことができる。
【００１８】
　また、凹形状の発熱体収容室を囲繞する側壁に沿った冷却媒体流路を、冷却床の内部に
形成した冷却媒体流路の一部として構成することによって、発熱体収容室に対する冷却効
率を向上させ、発熱体収容室に収容した発熱体の冷却効果を高めることができる。更に、
筐体外枠に形成されている上下２つの開口部を、上蓋及び下蓋を用いて覆うことにより、
冷却用筐体内部に塵埃、又は水滴等が浸入することを防止することができる。
【００１９】
　これにより、作業環境の悪い場所で作業を行う作業機械内にも、特別な装備を施さなく
ても、本発明に係わるインバータ装置を搭載することができる。上蓋及び下蓋の素材とし
て、熱伝動性に優れた素材を用いることにより、冷却用筐体内部に配設した電子機器から
発せられる熱を効率良く外気に放出したり、冷却用筐体自体を冷却床からの冷却によって
満遍なく冷却することができる。このように、電子機器の温度上昇を低く抑えることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る冷却用筐体及び当該冷却用筐体を備えたインバータ装置の代表的な
実施形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
【００２１】
　図１は、本発明に係る冷却用筐体単体の外観斜視図であり、内部の概略構造を分かり易
くするため一部を断面で示した斜視面である。また、図２は、図１のＩＩ－ＩＩに沿った
矢視断面図であり、図３は、冷却筐体に上蓋及び下蓋を取り付け、図１に示すＩＩＩ－Ｉ
ＩＩに沿って切断した矢視断面図である。
【００２２】
　図１に示すように冷却用筐体１２は、周囲が筐体外枠４２によって囲まれており、筐体
外枠４２で囲まれる空間領域内には、側壁４１によって囲繞され上面に開口を有する凹状
の第１発熱体収容室５１が配設されている。
【００２３】
　底面を有する第１発熱体収容室５１は、筐体外枠４２の角部に配設されており、第１発
熱体収容室５１を構成する４面の側壁のうちの２面は、筐体外枠４２を利用する構成とし
ている。このように、筐体外枠４２の２面を用いて第１発熱体収容室５１を構成すること
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によって、後述する冷却床４０の床面積を拡げることができる。
【００２４】
　第１発熱体収容室５１には底面を有しているので、図４及び図５に示すインバータ装置
の実施形態のように、電圧変換用のトランス２８を簡単に収容させておくことができる。
第１発熱体収容室５１には、電圧変換用のトランス以外にも実装高さが高い電装品を収納
させておくこともできる。
【００２５】
　また、図示例では、平面視矩形形状の冷却用筐体１２を用いているが、冷却用筐体１２
の形状としては、図示例に限定されるものではなく、冷却用筐体１２を搭載する場積との
関係で適宜の形状に構成しておくことができる。
【００２６】
　冷却用筐体１２における筐体外枠４２の内周面４３と、第１発熱体収容室５１を構成す
る側壁４１の外周面４４との間における床面は、内部に連続した冷却媒体流路３６（特に
、図２参照。）を内蔵した冷却床４０として構成されている。冷却床４０は、床板４０ａ
と密閉板４０ｂとから構成され、筐体外枠４２の高さ方向の中間部位に設けられている。
【００２７】
　冷却媒体流路３６は、筐体外枠４２と一体に構成された床板４０ａの裏面側を、床板４
０ａの裏面側に形成した冷却媒体流路３６用の凹状溝の開口部を塞ぎ、かつ床板４０ａの
裏面側を覆う密閉板４０ｂで密閉することによって形成されている。
【００２８】
　図２に示すように、冷却床４０の内部に形成した冷却媒体の冷却媒体流路３６は、冷却
床４０を満遍なく覆うように連続した流路として構成されており、第１発熱体収容室５１
の側壁４１に沿った流路を備えている。冷却媒体流路３６の上流側には、熱交換器等によ
り冷却された冷却媒体を流入させるための冷却媒体流入口３４が設けられている。また、
冷却媒体流路３６の下流には、熱の吸収により温度が上昇した冷却媒体が流出する冷却媒
体流出口３５が設けられている。
【００２９】
　冷却媒体流路３６の上流側における流路を、第１発熱体収容室５１の側壁４１に沿った
流路として構成しておくことにより、第１発熱体収容室５１に対する冷却効果を高めてお
くことができる。このため、第１発熱体収容室５１に高熱を発生するトランス等を収納し
ておいても、トランス等に対する冷却を十分に行うことができる。
【００３０】
　図１に示すように、冷却床４０は、筐体外枠４２と第１発熱体収容室５１との間におけ
る空間領域内を上下２室に仕切る機能も兼ねている。冷却床４０の上方には第２発熱体収
容室５２、冷却床４０の下方には第３発熱体収容室５３が形成されている。
【００３１】
　第２発熱体収容室５２における冷却床４０の表面上には、例えば制御ユニット２６、正
極用スイッチング素子２２（図４参照。）及び負極用スイッチング素子２４（図４参照。
）等の発熱体を載置しておくことができる。また、第３発熱体収容室５３における冷却床
４０の裏面上には、例えば平滑用コンデンサ３０（図４参照。）等の別の発熱体を配設し
ておくことができる。
【００３２】
　これらの発熱体は、内部に冷却媒体流路３６を備えた冷却床４０の床面に直接接触する
かたちで取り付けておくことができるので、冷却媒体流路３６内を流れている冷却媒体に
よって、それぞれの発熱体から発する熱を冷却床４０から直接吸収することができる。こ
のため、それぞれの発熱体が許容温度を超えて高温になってしまうのを防止でき、それぞ
れの発熱体をそれぞれの許容温度内で作動させることができる。
【００３３】
　また、図３で示すように、冷却用筐体１２を形成する筐体外枠４２の上下の開口には、
上蓋１４及び下蓋１６を取り付けることができる。上蓋１４及び下蓋１６を取り付けるこ
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とによって、冷却用筐体１２の内部に塵埃、雨水等が侵入するのを防止することができる
。
【００３４】
　これにより、作業環境の悪い場所で作業を行う作業機械内にも、特別な装備を施さなく
ても、本発明に係わる冷却用筐体１２を用いた、例えばインバータ装置等を搭載すること
ができる。また、上蓋１４及び下蓋１６を構成する素材として、熱伝動性に優れた素材を
用いることにより、冷却用筐体１２の内部に配設した電子機器から発せられる熱を効率良
く外気に放出したり、冷却用筐体１２自体を冷却床４０からの冷却によって満遍なく冷却
することができる。
【００３５】
　次に、図１、図２及び図３で示した冷却用筐体１２を用いたインバータ装置の構成につ
いて、図４～図６を用いて説明する。
【００３６】
　図４は、インバータ装置の外観斜視図であり、内部の概略構造を分かり易くするため一
部を断面で示した斜視面である。また、図５は、図４のＶ－Ｖに沿った矢視断面図であり
、図６は、図５のＶＩ－ＶＩに沿った矢視断面図である。
【００３７】
　図４に示すインバータ装置は、例えば建設機械等におけるアクチュエータとして三相電
動機を用いた際に、当該三相電動機のドライブ用として用いることができるものである。
【００３８】
　図４に示すインバータ装置１０の冷却用筐体１２の内部に形成した冷却床４０の表裏両
面には、例えば、三相電動機に供給する電力を切り換えるための正極用スイッチング素子
２２及び負極用スイッチング素子２４や、当該正極用スイッチング素子２２及び負極用ス
イッチング素子２４に対するスイッチング動作のタイミング制御を行う制御ユニット２６
、スイッチング動作により得られた脈流を平滑化する平滑用コンデンサ３０等を載置して
おくことができる。
【００３９】
　また、冷却用筐体１２の筐体外枠４２には、外部に配設した三相電動機等と電気的に接
続させるための入出力コネクタ３２等を設けておくことができる。冷却床４０の表裏両面
に載置した電子機器の間を接続する配線を通すため、冷却床４０における必要な部位に表
裏両面間を貫通する配線接続孔を形成しておくことができる。
【００４０】
　冷却用筐体１２の内部に形成した第１発熱体収容室５１内には、ドライブ用又は充電用
に電圧を変換するトランス２８を、少なくとも第１発熱体収容室５１を構成する側壁の１
面に接触する状態で収納しておくことができる。冷却用筐体１２を形成する筐体外枠４２
の上下の開口には、上蓋１４及び下蓋１６を取り付けることができ、冷却用筐体１２の内
部を密閉状態、液密状態等に構成しておくことができる。
【００４１】
　上記の正極用スイッチング素子２２及び負極用スイッチング素子２４としては、ＦＥＴ
（電界効果型トランジスタ）の他、ＩＧＢＴ（絶縁ゲートバイポーラトランジスタ）、そ
の他の素子を用いることができる。また、平滑用コンデンサ３０としては、フィルムコン
デンサの他、電解コンデンサ等を用いることができる。
【００４２】
　インバータ装置１０を、建設機械等の車両、又は車両における駆動部を駆動するための
三相インバータ装置として用いる場合のように、インバータ装置１０において大電力を扱
う必要がある場合には、正極用スイッチング素子２２、負極用スイッチング素子２４、ト
ランス２８、平滑用コンデンサ３０、及び制御ユニット２６等の電子機器から発生する発
熱量は必然的に高くなる。
【００４３】
　しかしながら、本発明に係わるインバータ装置１０においては、それぞれの電子機器は
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冷却床４０から直接冷却することができ、また、発熱量が高いトランス２８は、第１発熱
体収容室５１内に収納して冷却することができる。しかも、冷却床４０の内部には冷却媒
体を流通させる冷却媒体流路３６が形成されており、冷却媒体流路３６の一部は第１発熱
体収容室５１の側壁４２に沿った流路を備えているので、トランス２８を含めてこれらの
電子機器を積極的に冷却することができる。
【００４４】
　このことは図６に示しているように、トランス２８に対する冷却効果を高めるために、
第１発熱体収容室５１の側壁４１近傍の冷却床４０に冷却媒体流入口３４を設けてある。
そして、冷却媒体流入口３４に続く上流側の冷却媒体流路３６を、冷却媒体流入口３４か
ら第１発熱体収容室５１の側壁４１に沿って形成することにより、トランス２８が発した
熱を、低温の状態にある冷却媒体が吸収しやすくなるように形成してある。
【００４５】
　トランス２８から熱を吸収した冷却媒体は、下流側の冷却媒体流路３６に流れてゆく過
程で、負極用スイッチング素子２４、正極用スイッチング素子２２、制御ユニット２６及
び平滑用コンデンサ３０等からも熱を吸収する。そして、冷却媒体流出口３５からインバ
ータ装置１０の外部に流出した冷却媒体は、タンク等に排出されることになる。
【００４６】
　また、図５に示すように、トランス２８が側壁４１の側壁面４８に接触しており、トラ
ンス２８が接触している側壁４１に沿って冷却媒体流路３６が形成されているので、トラ
ンス２８に対する冷却効率を高めておくことができる。特に、図５に示す側壁面４８の形
状を、トランス２８の側面形状に合わせた面形状に加工しておくことによって、トランス
２８と側壁面４８との間の接触面積を増加させることができ、トランス２８と側壁面４８
との間における熱抵抗を減少させることができる。このように、トランス２８が過剰に高
温になることを効率的に防止することができ、トランス２８の冷却効果を高めることがで
きる。
【００４７】
　しかも、図５に示すように、トランス２８は、第１発熱体収容室にネジ等により固定し
ておくことができる。トランス２８と第１発熱体収容室との隙間には、シリコン系、エポ
キシ系、又はその他の熱伝導剤４９を充填しておくことができる。このように、熱伝導剤
４９を充填しておくことにより、ネジ等により固定したトランス２８が、第１発熱体収容
室５１の内部で移動してしまうのを防止しておくことができる。しかも、充填した熱伝導
剤４９を介してトランス２８の冷却を促進させることもできる。
【００４８】
　このように、インバータ装置１０において、正極用スイッチング素子２２、負極用スイ
ッチング素子２４、トランス２８、平滑用コンデンサ３０、及び制御ユニット２６等の電
子機器が積極的に冷却されるので、これらの電子機器等をコンパクトに収納したとしても
、これらの電子機器等の発熱を効率的に吸収して電子機器等の温度上昇を抑えておくこと
ができる。しかも、電子機器等から吸収する熱量を多くすることが可能となるので、放熱
面積の少ない小型の電子機器を採用しながら、大電流を制御することができる。
【００４９】
　このように、インバータ装置１０内に収納する電子機器等をコンパクトに収納し、しか
も小型の電子機器等を用いることもできるようになるので、インバータ装置１０自体のサ
イズもコンパクトに構成することができる。したがって、インバータ装置１０を載置する
場積も少なくてすみ、インバータ装置を搭載する機械のコストを低減することができる。
このように、電子機器等の発熱体を積極的に冷却することができるので、各電子機器の寿
命を延ばすことができる。
【００５０】
　また、図４及び図５に示すように、冷却床４０を挟んだ両面側から別個に、正極用スイ
ッチング素子２２、負極用スイッチング素子２４、平滑用コンデンサ３０、及び制御ユニ
ット２６等の電子機器を配設していくことが可能となり、インバータ装置１０の組み立て
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性を大幅に向上させることができる。しかも、これらの電子機器をコンパクトに収納して
おくことができるので、インバータ装置１０の生産性を損なうことなく、インバータ装置
１０をコンパクトに構成することが可能となる。
【００５１】
　次に、本発明に係る冷却用筐体の他の実施例について、図７を用いて説明する。図７は
、第１発熱体収容室の配置部位を冷却用筐体の角部以外の部位に配置し、それに伴って冷
却媒体流路の配置構成を変更した変形例を平面図で示している。
【００５２】
　図７に示すように、第１発熱体収容室１５１を冷却用筐体１１２の中央部に形成すると
、第１発熱体収容室１５１に収容した発熱体が、側壁の周囲から満遍なく冷却することが
できるようになり、冷却効果をより一層高めることができる。しかも、図７に示すように
、冷却媒体流路１３６は、第１発熱体収容室１５１の側壁１４１の周囲を取囲む形で側壁
１４１に沿って配設されているもので、第１発熱体収容室１５１内に収容したトランス等
の発熱体の冷却効果を大幅に向上させることができる。
【００５３】
　また、スイッチング素子等の電子機器は、第１発熱体収容室１５１の周囲に配設するこ
とができるので、例えば、第１発熱体収容室１５１内に収容したトランスとの配線を短く
構成することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明に係る冷却用筐体を、発熱量の大きなトランス及び電子機器を構成要素に備えた
インバータ、コンバータ、又はその他の電子機器に適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明に係る冷却用筐体単体の外観斜視図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩに沿った矢視断面図である。
【図３】図１の冷却用筐体に上蓋及び下蓋を取り付け、図１に示したＩＩＩ－ＩＩＩに沿
って切断した矢視断面図である。
【図４】本発明に係るインバータ装置の外観斜視図である。
【図５】図４のＶ－Ｖに沿った矢視断面図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩに沿った矢視断面図である。
【図７】冷却用筐体の他の実施形態を示す平面図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１０　インバータ装置
　１２，１１２　冷却用筐体
　１４　上蓋
　１６　下蓋
　２２　正極用スイッチング素子
　２４　負極用スイッチング素子
　２６　制御ユニット
　２８　トランス
　３０　平滑用コンデンサ
　３２　入出力コネクタ
　３４　冷却媒体流入口
　３５　冷却媒体流出口
　３６，１３６　冷却媒体流路
　４０，１４０　冷却床
　４０ａ　床板
　４０ｂ　密閉板
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　４１，１４１　側壁
　４２　筐体外枠
　４３　内周面
　４４　外周面
　４８　側壁面
　４９　熱伝導剤
　５１，１５１　第１発熱体収容室
　５２　第２発熱体収容室
　５３　第３発熱体収容室

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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